
佐賀県松浦海区　区画漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件

松区第２０１号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市浜玉町渕上地先   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線よって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 27分 45秒

　　東経　130度 02分 07秒
 点イ：北緯　 33度 27分 40秒

　　東経　130度 02分 12秒
 点ウ：北緯 　33度 27分 40秒

　　東経　130度 02分 11秒
 点エ：北緯　 33度 27分 45秒

　東経　130度 02分 06秒

第一種区画漁業 わかめ養殖業 10月１日から翌年４月
30日まで

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市浜玉町 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。
ウ わかめ養殖業のうち、松区第２
０１号においては毎年４月３０日ま
で、松区第２０２号から２０６号に
おいては毎年５月３１日までに養
殖施設を撤去しなければならな
い。

松区第２０２号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市大島地先 　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 28分 16秒

　　東経　129度 58分 15秒
 点イ：北緯　 33度 28分 14秒

　　東経　129度 58分 10秒
 点ウ：北緯　 33度 28分 15秒

　　東経　129度 58分 08秒
 点エ：北緯　 33度 28分 18秒

　東経　129度 58分 12秒

第一種区画漁業 わかめ養殖業 10月１日から翌年5月31
日まで

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市西唐津、 大島及
び唐房

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。
ウ わかめ養殖業のうち、松区第２
０１号においては毎年４月３０日ま
で、松区第２０２号から２０６号に
おいては毎年５月３１日までに養
殖施設を撤去しなければならな
い。

松区第２０３号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市大島地先 　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 29分 07秒

　　東経　129度 57分 36秒
 点イ：北緯　 33度 29分 05秒

　　東経　129度 57分 34秒
 点ウ：北緯　 33度 29分 09秒

　　東経　129度 57分 29秒
 点エ：北緯　 33度 29分 10秒

　東経　129度 57分 31秒

第一種区画漁業 わかめ養殖業 10月１日から翌年5月31
日まで

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市西唐津、 大島及
び唐房

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。
ウ わかめ養殖業のうち、松区第２
０１号においては毎年４月３０日ま
で、松区第２０２号から２０６号に
おいては毎年５月３１日までに養
殖施設を撤去しなければならな
い。

松区第２０４号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市唐房地先 　次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ及び
クの各点を順次に結んだ直線と最大高潮時
海岸線とによって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 28分 48秒

　　東経　129度 56分 14秒
 点イ：北緯　 33度 28分 50秒

　　東経　129度 56分 25秒
 点ウ：北緯 　33度 28分 40秒

　　東経　129度 56分 35秒
 点エ：北緯 　33度 28分 36秒

　　東経　129度 56分 31秒
 点オ：北緯 　33度 28分 46秒

　　東経　129度 56分 20秒
 点カ：北緯 　33度 28分 45秒

　　東経　129度 56分 19秒
 点キ：北緯　 33度 28分 46秒

　　東経　129度 56分 18秒
 点ク：北緯 　33度 28分 48秒

　　東経　129度 56分 14秒

第一種区画漁業 わかめ養殖業 10月１日から翌年5月31
日まで

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市西唐津、 大島及
び唐房

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。
ウ わかめ養殖業のうち、松区第２
０１号においては毎年４月３０日ま
で、松区第２０２号から２０６号に
おいては毎年５月３１日までに養
殖施設を撤去しなければならな
い。

松区第２０５号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市唐房地先   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 28分 49秒

　　東経　129度 56分 15秒
 点イ：北緯　 33度 28分 50秒

　　東経　129度 56分 18秒
 点ウ：北緯　 33度 28分 49秒

　　東経　129度 56分 18秒
 点エ：北緯 　33度 28分 48秒

　東経　129度 56分 15秒

第一種区画漁業 わかめ養殖業 10月１日から翌年5月31
日まで

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市西唐津、 大島及
び唐房

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。
ウ わかめ養殖業のうち、松区第２
０１号においては毎年４月３０日ま
で、松区第２０２号から２０６号に
おいては毎年５月３１日までに養
殖施設を撤去しなければならな
い。

漁場の区域



松区第２０６号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市鳩川地先   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 29分 55秒
 　　　東経　129度 57分 10秒
 点イ：北緯　 33度 29分 57秒
 　　　東経　129度 57分 12秒
 点ウ：北緯　 33度 29分 55秒
 　　　東経　129度 57分 15秒
 点エ：北緯　 33度 29分 53秒
 　　　東経　129度 57分 14秒

第一種区画漁業 わかめ養殖業 10月１日から翌年5月31
日まで

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市西唐津、 大島及
び唐房

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。
ウ わかめ養殖業のうち、松区第２
０１号においては毎年４月３０日ま
で、松区第２０２号から２０６号に
おいては毎年５月３１日までに養
殖施設を撤去しなければならな
い。

松区第２５１号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市鎮西町波戸地先 　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次
に結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 32分 39秒
 　　　東経　129度 51分 30秒
 点イ：北緯　 33度 32分 41秒
 　　　東経　129度 51分 33秒
 点ウ：北緯　 33度 32分 40秒
 　　　東経　129度 51分 35秒
 点エ：北緯　 33度 32分 38秒
 　　　東経　129度 51分 32秒

第一種区画漁業 こんぶ養殖業 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市鎮西町 波戸 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第２５２号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市鎮西町小波戸浦   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次
に結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 32分 58秒
 　　　東経　129度 51分 35秒
 点イ：北緯　 33度 32分 58秒
 　　　東経　129度 51分 37秒
 点ウ：北緯　 33度 32分 54秒
 　　　東経　129度 51分 37秒
 点エ：北緯　 33度 32分 54秒
 　　　東経　129度 51分 35秒

第一種区画漁業 こんぶ養殖業 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市鎮西町 波戸 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第２５３号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市鎮西町名護屋米
納戸浦

  次のア、イ、ウ、エ及びオの各点を順次に
結んだ直線と最大高潮時海岸線によって囲ま
れた区域
 点ア：北緯　 33度 32分 17秒
 　　　東経　129度 50分 55秒
 点イ：北緯　 33度 32分 20秒
 　　　東経　129度 50分 48秒
 点ウ：北緯　 33度 32分 29秒
 　　　東経　129度 50分 43秒
 点エ：北緯　 33度 32分 25秒
 　　　東経　129度 51分 00秒
 点オ：北緯　 33度 32分 20秒
 　　　東経　129度 51分 01秒

第一種区画漁業 こんぶ養殖業 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市鎮西町 名護屋
（南 区、北区を 除く）

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第３０１号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市神集島地先 　次のア及びイの各点を順次に結んだ直線と
最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 32分 20秒
 　　　東経　129度 58分 01秒
 点イ：北緯　 33度 32分 15秒
 　　　東経　129度 57分 56秒

第一種区画漁業 魚類小割式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市神集島 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第３０２号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市呼子町殿の浦字
ワタリ地先

  次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 32分 12秒
 　　　東経　129度 52分 57秒
 点イ：北緯　 33度 32分 06秒
 　　　東経　129度 52分 55秒
 点ウ：北緯　 33度 32分 07秒
 　　　東経　129度 52分 51秒
 点エ：北緯　 33度 32分 13秒
 　　　東経　129度 52分 54秒

第一種区画漁業 魚類小割式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市呼子町 呼子 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。



松区第３０３号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市呼子町加部島地
先

  次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 33分 10秒
 　　　東経　129度 53分 40秒
 点イ：北緯　 33度 33分 09秒
 　　　東経　129度 53分 39秒
 点ウ：北緯　 33度 33分 12秒
 　　　東経　129度 53分 33秒
 点エ：北緯　 33度 33分 13秒
 　　　東経　129度 53分 35秒

第一種区画漁業 魚類小割式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市呼子町 加部島
片村 及び杉村地区

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第３０４号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市呼子町加部島田
の下地先

  次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 33分 00秒
 　　　東経　129度 53分 18秒
 点イ：北緯　 33度 32分 54秒
 　　　東経　129度 53分 10秒
 点ウ：北緯　 33度 32分 55秒
 　　　東経　129度 53分 09秒
 点エ：北緯　 33度 33分 01秒
 　　　東経　129度 53分 16秒

第一種区画漁業 魚類小割式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市呼子町 加部島
片村 及び杉村地区

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第３０５号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市呼子町加部島片
島地先

  次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん
だ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
 点ア：北緯　 33度 32分 55秒
 　　　東経　129度 53分 08秒
 点イ：北緯　 33度 32分 53秒
 　　　東経　129度 53分 09秒
 点ウ：北緯　 33度 32分 44秒
 　　　東経　129度 52分 58秒
 点エ：北緯　 33度 32分 50秒

第一種区画漁業 魚類小割式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市呼子町 加部島
片島 地区

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第３０６号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市鎮西町名護屋方
柄浦

  次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次
に結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 32分 17秒
 　　　東経　129度 52分 29秒
 点イ：北緯　 33度 32分 13秒
 　　　東経　129度 52分 25秒
 点ウ：北緯　 33度 32分 18秒
 　　　東経　129度 52分 16秒
 点エ：北緯　 33度 32分 22秒
 　　　東経　129度 52分 21秒

第一種区画漁業 魚類小割式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市鎮西町 名護屋 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第３０７号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市鎮西町名護屋地
先

  次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次
に結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 32分 21秒
 　　　東経　129度 52分 15秒
 点イ：北緯　 33度 32分 19秒
 　　　東経　129度 52分 13秒
 点ウ：北緯　 33度 32分 24秒
 　　　東経　129度 52分 02秒
 点エ：北緯　 33度 32分 27秒
 　　　東経　129度 52分 04秒

第一種区画漁業 魚類小割式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市鎮西町 名護屋 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。



松区第３０８号 外津漁業協同組合 東松浦郡玄海町外津湾
内

  次のア及びイを結んだ直線と、ウ、エ、
オ、カ、キ及びクの各点を順次に結んだ直線
と最大高潮時海岸線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 30分 48秒
 　　　東経　129度 51分 12秒
 点イ：北緯　 33度 30分 40秒
 　　　東経　129度 51分 19秒
 点ウ：北緯　 33度 30分 39秒
 　　　東経　129度 51分 20秒
 点エ：北緯　 33度 30分 31秒
 　　　東経　129度 51分 19秒
 点オ：北緯　 33度 30分 31秒
 　　　東経　129度 51分 13秒
 点カ：北緯　 33度 30分 46秒
 　　　東経　129度 51分 05秒
 点キ：北緯　 33度 30分 52秒
 　　　東経　129度 50分 56秒
 点ク：北緯　 33度 30分 54秒
 　　　東経　129度 50分 58秒

第一種区画漁業 魚類小割式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 東松浦郡 玄海町 大字
今村

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第３０９号 外津漁業協同組合 東松浦郡玄海町外津湾
内

  次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 31分 01秒
 　　　東経　129度 50分 43秒
 点イ：北緯　 33度 31分 00秒
 　　　東経　129度 50分 46秒
 点ウ：北緯　 33度 30分 58秒
 　　　東経　129度 50分 44秒
 点エ：北緯　 33度 31分 00秒
 　　　東経　129度 50分 42秒

第一種区画漁業 魚類小割式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 東松浦郡 玄海町 大字
今村

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第３１０号 仮屋漁業協同組合 東松浦郡玄海町仮屋高
岩鼻地先

　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 28分 23秒
 　　　東経　129度 50分 03秒
 点イ：北緯　 33度 28分 22秒
 　　　東経　129度 50分 02秒
 点ウ：北緯　 33度 28分 25秒
 　　　東経　129度 49分 57秒
 点エ：北緯　 33度 28分 26秒
 　　　東経　129度 49分 58秒

第一種区画漁業 魚類小割式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 東松浦郡 玄海町 大字
仮屋

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第３１１号 仮屋漁業協同組合 東松浦郡玄海町仮屋地
先

  次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びキの各点
を順次に結んだ直線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 27分 59秒
 　　　東経　129度 50分 55秒
 点イ：北緯　 33度 27分 53秒
 　　　東経　129度 50分 49秒
 点ウ：北緯　 33度 28分 06秒
 　　　東経　129度 50分 32秒
 点エ：北緯　 33度 28分 13秒
 　　　東経　129度 50分 40秒
 点オ：北緯　 33度 28分 08秒
 　　　東経　129度 50分 47秒
 点カ：北緯　 33度 28分 06秒
 　　　東経　129度 50分 50秒
 点キ：北緯　 33度 28分 02秒
 　　　東経　129度 50分 51秒

第一種区画漁業 魚類小割式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 東松浦郡 玄海町 大字
仮屋

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。



松区第３１２号 仮屋漁業協同組合 東松浦郡玄海町仮屋地
先

  次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 27分 59秒
 　　　東経　129度 50分 55秒
 点イ：北緯　 33度 27分 53秒
 　　　東経　129度 51分 10秒
 点ウ：北緯　 33度 27分 49秒
 　　　東経　129度 51分 07秒
 点エ：北緯　 33度 27分 55秒
 　　　東経　129度 50分 51秒

第一種区画漁業 魚類小割式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 東松浦郡 玄海町 大字
仮屋

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第３１３号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市肥前町竹ノ子島
西側地先

  次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん
だ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
 点ア：北緯　 33度 27分 17秒
 　　　東経　129度 50分 38秒
 点イ：北緯　 33度 27分 17秒
 　　　東経　129度 50分 36秒
 点ウ：北緯　 33度 27分 17秒
 　　　東経　129度 50分 35秒
 点エ：北緯　 33度 27分 20秒
 　　　東経　129度 50分 37秒

第一種区画漁業 魚類小割式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 鶴牧、納
所、 入野、星賀、 晴気
及び向島

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第３１４号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市肥前町納所佐久
目鼻地先

  次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 28分 20秒
 　　　東経　129度 49分 38秒
 点イ：北緯　 33度 28分 15秒
 　　　東経　129度 49分 32秒
 点ウ：北緯　 33度 28分 21秒
 　　　東経　129度 49分 30秒
 点エ：北緯　 33度 28分 24秒
 　　　東経　129度 49分 35秒

第一種区画漁業 魚類小割式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 鶴牧、納
所、 入野、星賀、 晴気
及び向島

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第３１５号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市肥前町星賀ヤケ
崎地先

  次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　  33度 26分 25秒
 　　　東経　 129度 47分 59秒
 点イ：北緯　  33度 26分 19秒
 　　　東経　 129度 47分 49秒
 点ウ：北緯　  33度 26分 22秒
 　　　東経　 129度 47分 44秒
 点エ：北緯　  33度 26分 27秒
 　　　東経　 129度 47分 56秒

第一種区画漁業 魚類小割式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 星賀及
び 伊万里市 波多津町

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第３１６号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市肥前町入野クビ
キ島地先

  次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん
だ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
 点ア：北緯　 33度 25分 59秒
 　　　東経　129度 48分 27秒
 点イ：北緯　 33度 26分 01秒
 　　　東経　129度 48分 30秒
 点ウ：北緯　 33度 25分 57秒
 　　　東経　129度 48分 32秒
 点エ：北緯　 33度 25分 58秒
 　　　東経　129度 48分 28秒

第一種区画漁業 魚類小割式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 鶴牧、納
所、 入野、星賀、 晴気
及び向島

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第３１７号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市肥前町田野松島
東側地先

  次のア、イ、ウ、エ、オ及びカの各点を結ん
だ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた
区域
 点ア：北緯　 33度 25分 39秒
 　　　東経　129度 48分 38秒
 点イ：北緯　 33度 25分 39秒
 　　　東経　129度 48分 38秒
 点ウ：北緯　 33度 25分 38秒
 　　　東経　129度 48分 41秒
 点エ：北緯　 33度 25分 36秒
 　　　東経　129度 48分 41秒
 点オ：北緯　 33度 25分 36秒
 　　　東経　129度 48分 39秒
 点カ：北緯　 33度 25分 37秒
 　　　東経　129度 48分 39秒

第一種区画漁業 魚類小割式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 田野 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。



松区第３１８号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市肥前町田野阿漕
上倉地先

  次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 24分 45秒
 　　　東経　129度 50分 00秒
 点イ：北緯　 33度 24分 40秒
 　　　東経　129度 49分 58秒
 点ウ：北緯　 33度 24分 42秒
 　　　東経　129度 49分 54秒
 点エ：北緯　 33度 24分 47秒
 　　　東経　129度 49分 56秒

第一種区画漁業 魚類小割式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 田野 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第３１９号 大浦浜漁業協同組合 唐津市肥前町瓜ヶ坂こ
わじろ地先

  次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん
だ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
 点ア：北緯　 33度 24分 42秒
 　　　東経　129度 50分 16秒
 点イ：北緯　 33度 24分 30秒
 　　　東経　129度 50分 12秒
 点ウ：北緯　 33度 24分 37秒
 　　　東経　129度 49分 57秒
 点エ：北緯　 33度 24分 49秒
 　　　東経　129度 50分 01秒

第一種区画漁業 魚類小割式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 大浦 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第３２０号 佐賀玄海漁業協同組合 伊万里市波多津町平串
地先

  次のア、イ、ウ、エ及びオの各点を順次に
結んだ直線とカ及びアの各点を結んだ直線と
最大高潮時海岸線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 22分 53秒
 　　　東経　129度 51分 56秒
 点イ：北緯　 33度 22分 51秒
 　　　東経　129度 51分 49秒
 点ウ：北緯　 33度 22分 53秒
 　　　東経　129度 51分 47秒
 点エ：北緯　 33度 23分 06秒
 　　　東経　129度 51分 45秒
 点オ：北緯　 33度 23分 08秒
 　　　東経　129度 51分 53秒
 点カ：北緯　 33度 22分 59秒
 　　　東経　129度 51分 55秒

第一種区画漁業 魚類小割式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 伊万里市 波多津町 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第３５１号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市鎮西町名護屋地
先

  次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次
に結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 32分 23秒
 　　　東経　129度 52分 16秒
 点イ：北緯　 33度 32分 21秒
 　　　東経　129度 52分 15秒
 点ウ：北緯　 33度 32分 27秒
 　　　東経　129度 52分 04秒
 点エ：北緯　 33度 32分 29秒
 　　　東経　129度 52分 06秒

第一種区画漁業 くろまぐろ １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市鎮西町 名護屋 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。
ウくろまぐろ養殖については、当
該漁業権に係る漁場の区域にお
いて設置
する養殖の用に供する施設は、以
下の規模を超えてはならない。
ただし、生け簀の総面積が２，６０
０平方メートルを超えない範囲内
で、生け簀の形状、規格、又は台
数を変更することは差し支えな
い。
形状： 円形 正八角形
規格： 直径３０メートル 直径３０
メートル
台数： １台 ３台松区第４０１号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市呼子町加部島地

先
  次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん
だ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
 点ア：北緯　 33度 33分 14秒
 　　　東経　129度 53分 25秒
 点イ：北緯　 33度 33分 14秒
 　　　東経　129度 53分 26秒
 点ウ：北緯　 33度 33分 13秒
 　　　東経　129度 53分 26秒
 点エ：北緯　 33度 33分 13秒
 　　　東経　129度 53分 25秒

第一種区画漁業 介類小割式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市呼子町 加部島 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。



松区第４０２号 小川島漁業協同組合 唐津市呼子町小川島地
先

  次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次
に結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 35分 36秒
 　　　東経　129度 53分 51秒
 点イ：北緯　 33度 35分 35秒
 　　　東経　129度 53分 51秒
 点ウ：北緯　 33度 35分 35秒
 　　　東経　129度 53分 49秒
 点エ：北緯　 33度 35分 36秒
 　　　東経　129度 53分 49秒

第一種区画漁業 介類小割式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市呼子町 小川島 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第４０３号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市鎮西町名護屋方
柄浦地先

  次のア、イ、ウ、エ及びオの各点を順次に
結んだ直線と最大高潮時海岸線によってによ
って囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 32分 14秒
 　　　東経　129度 52分 16秒
 点イ：北緯　 33度 32分 16秒
 　　　東経　129度 52分 17秒
 点ウ：北緯　 33度 32分 18秒
 　　　東経　129度 52分 13秒
 点エ：北緯　 33度 32分 16秒
 　　　東経　129度 52分 12秒
 点オ：北緯　 33度 32分 15秒
 　　　東経　129度 52分 14秒

第一種区画漁業 介類小割式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市鎮西町名護屋 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第４０４号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市鎮西町小波戸浦   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次
に結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 32分 57秒
 　　　東経　129度 51分 35秒
 点イ：北緯　 33度 32分 58秒
 　　　東経　129度 51分 37秒
 点ウ：北緯　 33度 32分 54秒
 　　　東経　129度 51分 37秒
 点エ：北緯　 33度 32分 54秒
 　　　東経　129度 51分 35秒

第一種区画漁業 介類小割式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市鎮西町 波戸 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第４０５号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市鎮西町波戸地先 　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 32分 42秒
 　　　東経　129度 51分 30秒
 点イ：北緯　 33度 32分 41秒
 　　　東経　129度 51分 31秒
 点ウ：北緯　 33度 32分 40秒
 　　　東経　129度 51分 30秒
 点エ：北緯　 33度 32分 41秒
 　　　東経　129度 51分 29秒

第一種区画漁業 介類小割式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市鎮西町 波戸 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第４０６号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市鎮西町波戸地先   次のア、イ、ウ、エ、オ及びアの各点を
順次に結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 32分 46秒
 　　　東経　129度 51分 30秒
 点イ：北緯　 33度 32分 47秒
 　　　東経　129度 51分 32秒
 点ウ：北緯　 33度 32分 46秒
 　　　東経　129度 51分 33秒
 点エ：北緯　 33度 32分 44秒
 　　　東経　129度 51分 34秒
 点オ：北緯　 33度 32分 43秒
 　　　東経　129度 51分 32秒

第一種区画漁業 介類小割式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市鎮西町 波戸 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。



松区第４０７号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市鎮西町名護屋米
納戸浦

  次のア、イ、ウ、エ及びオの各点を順次に
結んだ直線と最大高潮時海岸線によって囲ま
れた区域
 点ア：北緯　 33度 32分 17秒
 　　　東経　129度 50分 55秒
 点イ：北緯　 33度 32分 20秒
 　　　東経　129度 50分 48秒
 点ウ：北緯　 33度 32分 29秒
 　　　東経　129度 50分 43秒
 点エ：北緯　 33度 32分 25秒
 　　　東経　129度 51分 00秒
 点オ：北緯　 33度 32分 20秒
 　　　東経　129度 51分 01秒

第一種区画漁業 介類小割式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市鎮西町 名護屋
（南 区、北区を 除く）

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第４０８号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市鎮西町串 　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 31分 24秒
 　　　東経　129度 51分 14秒
 点イ：北緯　 33度 31分 25秒
 　　　東経　129度 51分 09秒
 点ウ：北緯　 33度 31分 29秒
 　　　東経　129度 51分 10秒
 点エ：北緯　 33度 31分 28秒
 　　　東経　129度 51分 15秒

第一種区画漁業 介類小割式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市鎮西町 名護屋
（南 区、北区を 除く）及
び串

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第４０９号 外津漁業協同組合 東松浦郡玄海町外津湾
内

次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
 結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 30分 46秒
 　　　東経　129度 51分 24秒
 点イ：北緯　 33度 30分 46秒
 　　　東経　129度 51分 21秒
 点ウ：北緯　 33度 30分 44秒
 　　　東経　129度 51分 21秒
 点エ：北緯　 33度 30分 44秒
 　　　東経　129度 51分 24秒

第一種区画漁業 介類小割式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 東松浦郡玄海 町大字
今村

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第４１０号 仮屋漁業協同組合 東松浦郡玄海町仮屋福
浦

　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
 結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 28分 23秒
 　　　東経　129度 50分 06秒
 点イ：北緯　 33度 28分 22秒
 　　　東経　129度 50分 06秒
 点ウ：北緯　 33度 28分 23秒
 　　　東経　129度 50分 04秒
 点エ：北緯　 33度 28分 23秒
 　　　東経　129度 50分 05秒

第一種区画漁業 介類小割式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 東松浦郡玄海 町大字
仮屋

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。



松区第４１１号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市肥前町入野サヤ
崎地先

 　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 27分 26秒
 　　　東経　129度 47分 59秒
 点イ：北緯　 33度 27分 31秒
 　　　東経　129度 48分 04秒
 点ウ：北緯　 33度 27分 30秒
 　　　東経　129度 48分 05秒
 点エ：北緯　 33度 27分 25秒
 　　　東経　129度 48分 00秒

第一種区画漁業 介類小割式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 鶴牧、納
所、 入野星賀、 晴気
及び向島 

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第５０１号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市大島地先 　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 28分 16秒
 　　　東経　129度 58分 15秒
 点イ：北緯　 33度 28分 14秒
 　　　東経　129度 58分 10秒
 点ウ：北緯　 33度 28分 13秒
 　　　東経　129度 58分 11秒
 点エ：北緯　 33度 28分 13秒
 　　　東経　129度 58分 20秒

第一種区画漁業 かき垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市西唐津、 大島及
び唐房

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第５０２号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市大島地先 　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 29分 11秒
 　　　東経　129度 57分 31秒
 点イ：北緯　 33度 29分 09秒
 　　　東経　129度 57分 29秒
 点ウ：北緯　 33度 29分 12秒
 　　　東経　129度 57分 26秒
 点エ：北緯　 33度 29分 13秒
 　　　東経　129度 57分 27秒

第一種区画漁業 かき垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市西唐津、 大島及
び唐房

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第５０３号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市鳩川地先   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 28分 51秒
 　　　東経　129度 56分 16秒
 点イ：北緯　 33度 28分 51秒
 　　　東経　129度 56分 18秒
 点ウ：北緯　 33度 28分 50秒
 　　　東経　129度 56分 18秒
 点エ：北緯　 33度 28分 49秒
 　　　東経　129度 56分 15秒

第一種区画漁業 かき垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市西唐津、 大島及
び唐房

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。



松区第５０４号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市鳩川地先 　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 29分 39秒
 　　　東経　129度 56分 57秒
 点イ：北緯　 33度 29分 47秒
 　　　東経　129度 57分 04秒
 点ウ：北緯　 33度 29分 45秒
 　　　東経　129度 57分 07秒
 点エ：北緯　 33度 29分 37秒
 　　　東経　129度 57分 00秒

第一種区画漁業 かき垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市西唐津、 大島及
び唐房

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第５０５号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市鳩川地先   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 29分 47秒
 　　　東経　129度 57分 04秒
 点イ：北緯　 33度 29分 55秒
 　　　東経　129度 57分 10秒
 点ウ：北緯　 33度 29分 53秒
 　　　東経　129度 57分 14秒
 点エ：北緯　 33度 29分 45秒
 　　　東経　129度 57分 07秒

第一種区画漁業 かき垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市西唐津、 大島及
び唐房

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第５０６号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市鎮西町名護屋野
元地先

  次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 31分 12秒
 　　　東経　129度 52分 36秒
 点イ：北緯　 33度 31分 06秒
 　　　東経　129度 52分 35秒
 点ウ：北緯　 33度 31分 06秒
 　　　東経　129度 52分 31秒
 点エ：北緯　 33度 31分 13秒
 　　　東経　129度 52分 32秒

第一種区画漁業 かき垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市鎮西町 名護屋 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第５０７号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市鎮西町名護屋野
元地先

　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 31分 22秒
 　　　東経　129度 52分 43秒
 点イ：北緯　 33度 31分 16秒
 　　　東経　129度 52分 41秒
 点ウ：北緯　 33度 31分 16秒
 　　　東経　129度 52分 40秒
 点エ：北緯　 33度 31分 22秒
 　　　東経　129度 52分 41秒

第一種区画漁業 かき垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市鎮西町 名護屋
（南 区、北区を 除く）

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。



松区第５０８号 外津漁業協同組合
佐賀玄海漁業協同組合

東松浦郡玄海町外津湾
内

  次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 30分 46秒
 　　　東経　129度 51分 14秒
 点イ：北緯　 33度 30分 46秒
 　　　東経　129度 51分 20秒
 点ウ：北緯　 33度 30分 42秒
 　　　東経　129度 51分 20秒
 点エ：北緯　 33度 30分 41秒
 　　　東経　129度 51分 18秒

第一種区画漁業 かき垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 東松浦郡玄海 町大字
今村 及び唐津市 鎮西
町串

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第５０９号 外津漁業協同組合 東松浦郡玄海町外津湾
内

　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 30分 44秒
 　　　東経　129度 51分 24秒
 点イ：北緯　 33度 30分 44秒
 　　　東経　129度 51分 21秒
 点ウ：北緯　 33度 30分 42秒
 　　　東経　129度 51分 24秒
 点エ：北緯　 33度 30分 42秒
 　　　東経　129度 51分 21秒

第一種区画漁業 かき垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 東松浦郡玄海 町大字
今村

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第５１０号 外津漁業協同組合 東松浦郡玄海町外津湾
内

  次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 30分 31秒
 　　　東経　129度 51分 19秒
 点イ：北緯　 33度 30分 27秒
 　　　東経　129度 51分 19秒
 点ウ：北緯　 33度 30分 27秒
 　　　東経　129度 51分 12秒
 点エ：北緯　 33度 30分 31秒
 　　　東経　129度 51分 13秒

第一種区画漁業 かき垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 東松浦郡玄海 町大字
今村

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第５１１号 仮屋漁業協同組合 東松浦郡玄海町 　次のア、イ、ウ、エの各点を順次に結んだ
直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 27分 46秒
 　　　東経　129度 51分 07秒
 点イ：北緯　 33度 27分 54秒
 　　　東経　129度 51分 13秒
 点ウ：北緯　 33度 27分 50秒
 　　　東経　129度 51分 20秒
 点エ：北緯　 33度 27分 42秒
 　　　東経　129度 51分 14秒

第一種区画漁業 かき垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 東松浦郡玄海 町大字
仮屋 

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。



松区第５１２号 仮屋漁業協同組合 東松浦郡玄海町 　次のア、イ、ウ、エの各点を順次に結んだ
直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 28分 05秒
 　　　東経　129度 51分 04秒
 点イ：北緯　 33度 27分 58秒
 　　　東経　129度 51分 14秒
 点ウ：北緯　 33度 27分 54秒
 　　　東経　129度 51分 11秒
 点エ：北緯　 33度 28分 01秒
 　　　東経　129度 51分 00秒

第一種区画漁業 かき垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 東松浦郡玄海 町大字
仮屋 

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第５１３号 仮屋漁業協同組合 東松浦郡玄海町仮屋地
先

  次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 28分 02秒
 　　　東経　129度 50分 52秒
 点イ：北緯　 33度 28分 02秒
 　　　東経　129度 50分 51秒
 点ウ：北緯　 33度 28分 06秒
 　　　東経　129度 50分 50秒
 点エ：北緯　 33度 28分 06秒
 　　　東経　129度 50分 51秒

第一種区画漁業 かき垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 東松浦郡玄海 町大字
仮屋

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第５１４号 仮屋漁業協同組合 東松浦郡玄海町浜野浦
水ノ浦地先

　次のア、イ、及びウの各点を順次に結ん
だ直線と最大高潮時海岸線によって囲まれた区
域
 点ア：北緯　 33度 29分 22秒
 　　　東経　129度 50分 05秒
 点イ：北緯　 33度 29分 18秒
 　　　東経　129度 50分 05秒
 点ウ：北緯　 33度 29分 14秒

第一種区画漁業 かき垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 東松浦郡玄海町大字仮
屋

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第５１５号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市肥前町竹ノ子島
地先

　次のア及びイを結んだ直線とウ、エ、
オ、カ、キ及びクの各点を順次に結んだ
直線とケ及びコを結んだ直線と最大高潮
時海岸線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 27分 07秒
 　　　東経　129度 50分 51秒
 点イ：北緯　 33度 27分 06秒
 　　　東経　129度 50分 51秒
 点ウ：北緯　 33度 27分 06秒
 　　　東経　129度 50分 53秒
 点エ：北緯　 33度 26分 55秒
 　　　東経　129度 50分 42秒
 点オ：北緯　 33度 27分 07秒
 　　　東経　129度 50分 26秒
 点カ：北緯　 33度 27分 13秒
 　　　東経　129度 50分 32秒
 点キ：北緯　 33度 27分 14秒
 　　　東経　129度 50分 35秒
 点ク：北緯　 33度 27分 18秒
 　　　東経　129度 50分 43秒

第一種区画漁業 かき垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 鶴牧 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。



松区第５１６号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市肥前町入野サヤ
崎地先

  次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアの各点
を順次に結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 27分 30秒
 　　　東経　129度 48分 05秒
 点イ：北緯　 33度 27分 23秒
 　　　東経　129度 48分 12秒
 点ウ：北緯　 33度 27分 19秒
 　　　東経　129度 48分 07秒
 点エ：北緯　 33度 27分 25秒
 　　　東経　129度 48分 01秒

第一種区画漁業 かき垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 鶴牧、納
所、 入野、星賀、 晴気
及び向島

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第５１７号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市肥前町晴気地先 　次のア、イ、ウ、エの各点を順次に結んだ
直線と最大高潮時海岸線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 26分 03秒
 　　　東経　129度 48分 39秒
 点イ：北緯　 33度 26分 01秒
 　　　東経　129度 48分 35秒
 点ウ：北緯　 33度 26分 03秒
 　　　東経　129度 48分 19秒
 点エ：北緯　 33度 26分 07秒
 　　　東経　129度 48分 20秒

第一種区画漁業 かき垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 入野 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第５１８号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市肥前町入野仏島
地先

　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 25分 50秒
 　　　東経　129度 48分 46秒
 点イ：北緯　 33度 25分 48秒
 　　　東経　129度 48分 44秒
 点ウ：北緯　 33度 25分 51秒
 　　　東経　129度 48分 40秒
 点エ：北緯　 33度 25分 53秒
 　　　東経　129度 48分 42秒

第一種区画漁業 かき垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 鶴牧、納
所、 入野、星賀、 晴気
及び向島

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第５１９号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市肥前町牛島南西
側地先

　次のア、イ、ウ、エ及びオの各点を順次に
結んだ直線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
 点ア：北緯　 33度 25分 53秒
 　　　東経　129度 48分 22秒
 点イ：北緯　 33度 25分 42秒
 　　　東経　129度 48分 38秒
 点ウ：北緯　 33度 25分 37秒
 　　　東経　129度 48分 33秒
 点エ：北緯　 33度 25分 47秒
 　　　東経　129度 48分 19秒
 点オ：北緯　 33度 25分 52秒
 　　　東経　129度 48分 21秒

第一種区画漁業 かき垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 鶴牧、納
所、 入野、星賀、 晴気
及び向島

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。



松区第５２０号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市肥前町田野阿漕
上倉地先

  次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 24分 47秒
 　　　東経　129度 49分 56秒
 点イ：北緯　 33度 24分 42秒
 　　　東経　129度 49分 54秒
 点ウ：北緯　 33度 24分 44秒
 　　　東経　129度 49分 52秒
 点エ：北緯　 33度 24分 47秒
 　　　東経　129度 49分 54秒

第一種区画漁業 かき垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 田野 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第５２１号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市肥前町高串地先   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を
順次に結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 25分 26秒
 　　　東経　129度 49分 16秒
 点イ：北緯　 33度 25分 27秒
 　　　東経　129度 49分 13秒
 点ウ：北緯　 33度 25分 25秒
 　　　東経　129度 49分 12秒
 点エ：北緯　 33度 25分 24秒
 　　　東経　129度 49分 15秒

第一種区画漁業 かき垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第５２２号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市肥前町高串地先   次のア、イ、ウ、エ及びオの各点を
順次に結んだ直線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 25分 41秒
 　　　東経　129度 48分 39秒
 点イ：北緯　 33度 25分 41秒
 　　　東経　129度 48分 41秒
 点ウ：北緯　 33度 25分 38秒
 　　　東経　129度 48分 41秒
 点エ：北緯　 33度 25分 39秒
 　　　東経　129度 48分 39秒
 点オ：北緯　 33度 25分 40秒
 　　　東経　129度 48分 38秒

第一種区画漁業 かき垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第５２３号 大浦浜漁業協同組合 唐津市肥前町大浦折口
ノ浦

  次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結
んだ直線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
 点ア：北緯　 33度 24分 13秒
 　　　東経　129度 51分 13秒
 点イ：北緯　 33度 24分 08秒
 　　　東経　129度 51分 11秒
 点ウ：北緯　 33度 24分 12秒
 　　　東経　129度 51分 00秒
 点エ：北緯　 33度 24分 21秒
 　　　東経　129度 51分 03秒

第一種区画漁業 かき垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 大浦 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。



松区第５２４号 大浦浜漁業協同組合 唐津市肥前町大浦島山
島東地先

  次のア、イ、ウ、エ及びオの各点を順次に
結んだ直線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
 点ア：北緯　 33度 24分 14秒
 　　　東経　129度 51分 33秒
 点イ：北緯　 33度 24分 13秒
 　　　東経　129度 51分 39秒
 点ウ：北緯　 33度 24分 05秒
 　　　東経　129度 51分 34秒
 点エ：北緯　 33度 24分 06秒
 　　　東経　129度 51分 31秒
 点オ：北緯　 33度 24分 07秒
 　　　東経　129度 51分 31秒

第一種区画漁業 かき垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 大浦 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第５２５号 大浦浜漁業協同組合 唐津市肥前町満越亀地
先

  次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結んだ直
線
とオ及びカを結んだ直線とキ及びクを結んだ直
線と
最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 24分 37秒
 　　　東経　129度 51分 38秒
 点イ：北緯　 33度 24分 39秒
 　　　東経　129度 51分 44秒
 点ウ：北緯　 33度 24分 27秒
 　　　東経　129度 51分 43秒
 点エ：北緯　 33度 24分 26秒
 　　　東経　129度 51分 41秒
 点オ：北緯　 33度 24分 26秒
 　　　東経　129度 51分 38秒
 点カ：北緯　 33度 24分 28秒
 　　　東経　129度 51分 36秒
 点キ：北緯　 33度 24分 32秒
 　　　東経　129度 51分 39秒
 点ク：北緯　 33度 24分 36秒

第一種区画漁業 かき垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 大浦 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第５２６号 大浦浜漁業協同組合 唐津市肥前町大浦津倉
浦

  次のア、イ、ウ、エ及びオの各点を順次に結ん
だ
直線とカ及びキの各点を結んだ直線と最大高潮
時海
岸線とによって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 24分 22秒
 　　　東経　129度 51分 50秒
 点イ：北緯　 33度 24分 22秒
 　　　東経　129度 51分 47秒
 点ウ：北緯　 33度 24分 27秒
 　　　東経　129度 51分 48秒
 点エ：北緯　 33度 24分 32秒
 　　　東経　129度 51分 47秒
 点オ：北緯　 33度 24分 31秒
 　　　東経　129度 51分 50秒
 点カ：北緯　 33度 24分 29秒
 　　　東経　129度 51分 51秒
 点キ：北緯　 33度 24分 26秒
 　　　東経　129度 51分 51秒

第一種区画漁業 かき垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 大浦 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第５２７号 大浦浜漁業協同組合 唐津市肥前町大浦下中
浦

  次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん
だ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
 点ア：北緯　 33度 24分 25秒
 　　　東経　129度 51分 58秒
 点イ：北緯　 33度 24分 23秒
 　　　東経　129度 52分 03秒
 点ウ：北緯　 33度 24分 25秒
 　　　東経　129度 52分 07秒
 点エ：北緯　 33度 24分 27秒
 　　　東経　129度 52分 02秒

第一種区画漁業 かき垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 大浦 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。



松区第５２８号 大浦浜漁業協同組合 唐津市肥前町満越みの
ば地先

  次のア、イ、ウ、エ、オ及びカの各点を順
次に結んだ直線とキ及びクの点を結んだ直線
と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 24分 27秒
 　　　東経　129度 51分 41秒
 点イ：北緯　 33度 24分 27秒
 　　　東経　129度 51分 42秒
 点ウ：北緯　 33度 24分 22秒
 　　　東経　129度 51分 43秒
 点エ：北緯　 33度 24分 14秒
 　　　東経　129度 51分 40秒
 点オ：北緯　 33度 24分 14秒
 　　　東経　129度 51分 39秒
 点カ：北緯　 33度 24分 14秒
 　　　東経　129度 51分 33秒
 点キ：北緯　 33度 24分 18秒
 　　　東経　129度 51分 25秒
 点ク：北緯　 33度 24分 21秒
 　　　東経　129度 51分 26秒

第一種区画漁業 かき垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 大浦 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第５２９号 大浦浜漁業協同組合 唐津市肥前町大字杉の
浦帆立島南側地先

  次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん
だ直線とオ及びカの点を結んだ直線と最大高
潮時海岸線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 24分 03秒
 　　　東経　129度 51分 52秒
 点イ：北緯　 33度 24分 02秒
 　　　東経　129度 51分 53秒
 点ウ：北緯　 33度 23分 55秒
 　　　東経　129度 51分 39秒
 点エ：北緯　 33度 23分 58秒
 　　　東経　129度 51分 36秒
 点オ：北緯　 33度 24分 03秒
 　　　東経　129度 51分 43秒
 点カ：北緯　 33度 24分 04秒
 　　　東経　129度 51分 43秒

第一種区画漁業 かき垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 大字大
浦

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第５３０号 大浦浜漁業協同組合 唐津市肥前町大字杉の
浦杉の浦地先

  次のア、イ、ウ、エ、オ及びカの各点を順
次に結んだ直線とキ及びクの点を結んだ直線
と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 23分 48秒
 　　　東経　129度 51分 59秒
 点イ：北緯　 33度 23分 49秒
 　　　東経　129度 51分 55秒
 点ウ：北緯　 33度 23分 46秒
 　　　東経　129度 51分 50秒
 点エ：北緯　 33度 23分 46秒
 　　　東経　129度 51分 46秒
 点オ：北緯　 33度 23分 52秒
 　　　東経　129度 51分 41秒
 点カ：北緯　 33度 23分 57秒
 　　　東経　129度 51分 50秒
 点キ：北緯　 33度 24分 00秒
 　　　東経　129度 52分 01秒
 点ク：北緯　 33度 23分 57秒
 　　　東経　129度 52分 02秒

第一種区画漁業 かき垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 大字大
浦

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第５３１号 大浦浜漁業協同組合 唐津市肥前町満越地先   次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん
だ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
 点ア：北緯　 33度 24分 20秒
 　　　東経　129度 51分 03秒
 点イ：北緯　 33度 24分 12秒
 　　　東経　129度 51分 00秒
 点ウ：北緯　 33度 24分 22秒
 　　　東経　129度 50分 28秒
 点エ：北緯　 33度 24分 28秒
 　　　東経　129度 50分 30秒

第一種区画漁業 かき垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。



松区第５３２号 佐賀玄海漁業協同組合 伊万里市波多津町平串
地先

  次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん
だ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
 点ア：北緯　 33度 22分 53秒
 　　　東経　129度 51分 57秒
 点イ：北緯　 33度 22分 51秒
 　　　東経　129度 51分 49秒
 点ウ：北緯　 33度 22分 42秒
 　　　東経　129度 51分 53秒
 点エ：北緯　 33度 22分 44秒
 　　　東経　129度 51分 58秒

第一種区画漁業 かき垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 伊万里市 波多津町 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第５３３号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市肥前町竹ノ子島
地先

  次のア、イ及びウの各点を順次に結んだ直
線とエ、オ、カ及びキの各点を順次に結んだ
直線とク、ケ及びコの各点を順次結んだ直線
と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 27分 25秒
 　　　東経　129度 50分 53秒
 点イ：北緯　 33度 27分 29秒
 　　　東経　129度 50分 55秒
 点ウ：北緯　 33度 27分 27秒
 　　　東経　129度 50分 59秒
 点エ：北緯　 33度 27分 26秒
 　　　東経　129度 51分 01秒
 点オ：北緯　 33度 27分 26秒
 　　　東経　129度 51分 06秒
 点カ：北緯　 33度 27分 15秒
 　　　東経　129度 51分 01秒
 点キ：北緯　 33度 27分 17秒
 　　　東経　129度 50分 51秒
 点ク：北緯　 33度 27分 19秒
 　　　東経　129度 50分 51秒
 点ケ：北緯　 33度 27分 20秒
 　　　東経　129度 50分 50秒
 点コ：北緯　 33度 27分 21秒
 　　　東経　129度 50分 51秒

第一種区画漁業 かき垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 鶴牧、納
所、 入野、星賀、 晴気
及び向島

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第５３４号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市肥前町入野ひら
瀬地先

  次のア、イ、ウ、エの各点を順次に結んだ直
線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 25分 52秒
 　　　東経　129度 48分 37秒
 点イ：北緯　 33度 25分 50秒
 　　　東経　129度 48分 40秒
 点ウ：北緯　 33度 25分 59秒
 　　　東経　129度 48分 48秒
 点エ：北緯　 33度 25分 57秒
 　　　東経　129度 48分 41秒

第一種区画漁業 かき垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 鶴牧、納
所、 入野、星賀、 晴気
及び向島

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第５５１号 佐賀玄海漁業協同組合 東松浦郡玄海町大字牟
形牟形浦

　次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん
だ直線とオ及びカ各点を順次に結んだ最大高
潮時海岸線とによって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 27分 15秒
 　　　東経　129度 50分 54秒
 点イ：北緯　 33度 27分 13秒
 　　　東経　129度 50分 59秒
 点ウ：北緯　 33度 27分 06秒
 　　　東経　129度 50分 53秒
 点エ：北緯　 33度 27分 06秒
 　　　東経　129度 50分 53秒
 点オ：北緯　 33度 27分 06秒
 　　　東経　129度 50分 51秒
 点カ：北緯　 33度 27分 07秒
 　　　東経　129度 50分 51秒

第一種区画漁業 かきひび建て １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 鶴牧 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。



松区第５５２号 大浦浜漁業協同組合 唐津市肥前町大浦地先   次のア、イの各点を順次に結んだ直線と
最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 24分 43秒
 　　　東経　129度 51分 40秒
 点イ：北緯　 33度 24分 39秒
 　　　東経　129度 51分 35秒
  次のア、イの各点を順次に結んだ直線と
最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 24分 28秒
 　　　東経　129度 52分 02秒

第一種区画漁業 かきひび建て １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第５５３号 大浦浜漁業協同組合 唐津市肥前町中浦地先   次のア、イの各点を順次に結んだ直線と
最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 24分 28秒
 　　　東経　129度 52分 02秒
 点イ：北緯　 33度 24分 25秒
 　　　東経　129度 52分 07秒

第一種区画漁業 かきひび建て １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第６０１号 佐賀玄海漁業協同組合
他３名

唐津市鎮西町大字名護
屋ヨノド浦

　次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん
だ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
 点ア：北緯　 33度 32分 26秒
 　　　東経　129度 51分 03秒
 点イ：北緯　 33度 32分 25秒
 　　　東経　129度 51分 00秒
 点ウ：北緯　 33度 32分 29秒
 　　　東経　129度 50分 43秒
 点エ：北緯　 33度 32分 31秒
 　　　東経　129度 50分 46秒

第一種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和15年8月31日まで

個別漁業権 唐津市鎮西町 及び肥
前町

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第６０２号 宮﨑　雅司　外２名 唐津市肥前町竹ノ子島
北側地先

  次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 27分 39秒
 　　　東経　129度 51分 06秒
 点イ：北緯　 33度 27分 31秒
 　　　東経　129度 51分 02秒
 点ウ：北緯　 33度 27分 41秒
 　　　東経　129度 50分 43秒
 点エ：北緯　 33度 27分 47秒
 　　　東経　129度 50分 45秒

第一種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和15年8月31日まで

個別漁業権 唐津市肥前町 大字鶴
牧、 大字入野、 大字
納所、 大字星賀及び 
大字向島

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。



松区第６０３号 宮﨑　雅司　外２名 唐津市肥前町竹ノ子島
北側地先

  次のア、イ、ウ、エ及びオの各点を順次に
結んだ直線とカ、キ及びクの各点を順次に結
んだ直線とケ及びコの点を結んだ直線と最大
高潮時海岸線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 27分 15秒
 　　　東経　129度 50分 33秒
 点イ：北緯　 33度 27分 17秒
 　　　東経　129度 50分 30秒
 点ウ：北緯　 33度 27分 37秒
 　　　東経　129度 50分 43秒
 点エ：北緯　 33度 27分 32秒
 　　　東経　129度 50分 53秒
 点オ：北緯　 33度 27分 23秒
 　　　東経　129度 50分 51秒
 点カ：北緯　 33度 27分 20秒
 　　　東経　129度 50分 45秒
 点キ：北緯　 33度 27分 20秒
 　　　東経　129度 50分 42秒
 点ク：北緯　 33度 27分 20秒
 　　　東経　129度 50分 36秒
 点ケ：北緯　 33度 27分 17秒
 　　　東経　129度 50分 35秒
 点コ：北緯　 33度 27分 20秒
 　　　東経　129度 50分 37秒

第一種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和15年8月31日まで

個別漁業権 唐津市肥前町 大字鶴
牧

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第６０４号 寺田　壮一 唐津市肥前町鶴牧菖津
地先

　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線とによって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 27分 13秒
 　　　東経　129度 50分 12秒
 点イ：北緯　 33度 27分 14秒
 　　　東経　129度 50分 10秒
 点ウ：北緯　 33度 27分 10秒
 　　　東経　129度 50分 08秒
 点エ：北緯　 33度 27分 09秒
 　　　東経　129度 50分 09秒

第一種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和15年8月31日まで

個別漁業権 唐津市肥前町 鶴牧 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第６０５号 宮﨑　俊広 唐津市肥前町鶴牧菖津
地先

  次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 27分 23秒
 　　　東経　129度 50分 16秒
 点イ：北緯　 33度 27分 22秒
 　　　東経　129度 50分 14秒
 点ウ：北緯　 33度 27分 22秒
 　　　東経　129度 50分 14秒
 点エ：北緯　 33度 27分 24秒
 　　　東経　129度 50分 15秒

第一種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和15年8月31日まで

個別漁業権 唐津市肥前町 鶴牧 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。



松区第６０６号 宮﨑　雅司 唐津市肥前町鶴牧菖津
地先

　次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、
ケ、コ、サ、シ及びアの各点を順次に結んだ
直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 27分 27秒
 　　　東経　129度 50分 21秒
 点イ：北緯　 33度 27分 25秒
 　　　東経　129度 50分 20秒
 点ウ：北緯　 33度 27分 25秒
 　　　東経　129度 50分 20秒
 点エ：北緯　 33度 27分 23秒
 　　　東経　129度 50分 18秒
 点オ：北緯　 33度 27分 24秒
 　　　東経　129度 50分 17秒
 点カ：北緯　 33度 27分 25秒
 　　　東経　129度 50分 18秒
 点キ：北緯　 33度 27分 25秒
 　　　東経　129度 50分 18秒
 点ク：北緯　 33度 27分 26秒
 　　　東経　129度 50分 18秒
 点ケ：北緯　 33度 27分 26秒
 　　　東経　129度 50分 18秒
 点コ：北緯　 33度 27分 27秒
 　　　東経　129度 50分 19秒
 点サ：北緯　 33度 27分 27秒
 　　　東経　129度 50分 19秒
 点シ：北緯　 33度 27分 28秒
 　　　東経　129度 50分 20秒

第一種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和15年8月31日まで

個別漁業権 唐津市肥前町 鶴牧 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第６０７号 宮﨑　雅司　外２名 唐津市肥前町大字鶴牧
トガリ地先

  次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん
だ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
 点ア：北緯　 33度 27分 48秒
 　　　東経　129度 50分 17秒
 点イ：北緯　 33度 27分 50秒
 　　　東経　129度 50分 20秒
 点ウ：北緯　 33度 27分 47秒
 　　　東経　129度 50分 24秒
 点エ：北緯　 33度 27分 45秒
 　　　東経　129度 50分 21秒

第一種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和15年8月31日まで

個別漁業権 唐津市肥前町 大字鶴
牧、 大字入野、 大字
納所、 大字星賀及び 
大字向島

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第６０８号 宮﨑　雅司　外２名 唐津市郡肥前町大字鶴
牧

  次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん
だ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
 点ア：北緯　 33度 28分 06秒
 　　　東経　129度 49分 40秒
 点イ：北緯　 33度 28分 12秒
 　　　東経　129度 49分 43秒
 点ウ：北緯　 33度 28分 06秒
 　　　東経　129度 49分 57秒
 点エ：北緯　 33度 27分 57秒
 　　　東経　129度 49分 52秒

第一種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和15年8月31日まで

個別漁業権 唐津市肥前町 大字鶴
牧、 大字入野、 大字
納所、 大字星賀及び 
大字向島

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第６０９号 宮﨑　雅司　外２名 唐津市肥前町大字星賀
柿ノ浦

  次のア及びイの点を結んだ直線とウ及びエ
の点を結んだ直線と最大高潮時海岸線とによ
って囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 27分 22秒
 　　　東経　129度 47分 57秒
 点イ：北緯　 33度 27分 17秒
 　　　東経　129度 48分 02秒
 点ウ：北緯　 33度 27分 15秒
 　　　東経　129度 47分 57秒
 点エ：北緯　 33度 27分 18秒
 　　　東経　129度 47分 54秒

第一種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和15年8月31日まで

個別漁業権 唐津市肥前町 大字星
賀

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。



松区第６１０号 肥田　栄一　外２名 唐津市肥前町瓜ヶ坂黒
崎鼻西側地先

  次のア、イ、ウ、エ、オ及びカの各点を順
次に結んだ直線と最大高潮時海岸線とによっ
て囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 24分 39秒
 　　　東経　129度 50分 15秒
 点イ：北緯　 33度 24分 38秒
 　　　東経　129度 50分 17秒
 点ウ：北緯　 33度 24分 35秒
 　　　東経　129度 50分 16秒
 点エ：北緯　 33度 24分 34秒
 　　　東経　129度 50分 16秒
 点オ：北緯　 33度 24分 28秒
 　　　東経　129度 50分 16秒
 点カ：北緯　 33度 24分 30秒
 　　　東経　129度 50分 12秒

第一種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和15年8月31日まで

個別漁業権 唐津市肥前町 大浦 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第６１１号 肥田　栄一　外２名 唐津市肥前町大字杉野
浦帆立島北西側地先

  次のア、イ、ウ、エ及びオの各点を順次に
結んだ直線とカ及びキの点を結んだ直線と最
大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 23分 58秒
 　　　東経　129度 51分 36秒
 点イ：北緯　 33度 24分 01秒
 　　　東経　129度 51分 34秒
 点ウ：北緯　 33度 24分 05秒
 　　　東経　129度 51分 36秒
 点エ：北緯　 33度 24分 14秒
 　　　東経　129度 51分 51秒
 点オ：北緯　 33度 24分 13秒
 　　　東経　129度 51分 54秒
 点カ：北緯　 33度 24分 04秒
 　　　東経　129度 51分 43秒
 点キ：北緯　 33度 24分 03秒
 　　　東経　129度 51分 43秒

第一種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和15年8月31日まで

個別漁業権 唐津市肥前町 大字大
浦

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第６１２号 伊万里真珠株式会社 唐津市肥前町大字湯野
浦茶釜石南側地先

  次のア、イ、ウ、エ、オ及びカの各点を順
次に結んだ直線と最大高潮時海岸線とによっ
て囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 23分 46秒
 　　　東経　129度 52分 09秒
 点イ：北緯　 33度 23分 42秒
 　　　東経　129度 52分 06秒
 点ウ：北緯　 33度 23分 42秒
 　　　東経　129度 52分 01秒
 点エ：北緯　 33度 23分 43秒
 　　　東経　129度 51分 54秒
 点オ：北緯　 33度 23分 49秒
 　　　東経　129度 51分 55秒
 点カ：北緯　 33度 23分 48秒
 　　　東経　129度 51分 59秒
  次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん
だ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
 点ア：北緯　 33度 23分 35.69秒
 　　　東経　129度 51分 53秒
 点イ：北緯　 33度 23分 29秒
 　　　東経　129度 51分 51秒
 点ウ：北緯　 33度 23分 24.84秒
 　　　東経　129度 51分 59.72秒
 点エ：北緯　 33度 23分 31.58秒
 　　　東経　129度 52分 04秒
 点オ：北緯　 33度 23分 33.70秒
 　　　東経　129度 52分 03秒

第一種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和15年8月31日まで

個別漁業権 唐津市肥前町 大字大
浦

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。



松区第６５２号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市肥前町鶴牧菖津
地先

  次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん
だ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域からオ。カ、キ及びクの各点を順次に
結んだ直線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域を除いた区域
 点ア：北緯　 33度 27分 14秒
 　　　東経　129度 50分 09秒
 点イ：北緯　 33度 27分 14秒
 　　　東経　129度 50分 10秒
 点ウ：北緯　 33度 27分 10秒
 　　　東経　129度 50分 08秒
 点エ：北緯　 33度 27分 11秒
 　　　東経　129度 50分 06秒
 点オ：北緯　 33度 27分 12秒
 　　　東経　129度 50分 07秒
 点カ：北緯　 33度 27分 11秒
 　　　東経　129度 50分 07秒
 点キ：北緯　 33度 27分 12秒
 　　　東経　129度 50分 07秒
 点ク：北緯　 33度 27分 12秒
 　　　東経　129度 50分 07秒

第一種区画漁業 真珠母貝垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 鶴牧 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

第一種区画漁業 真珠母貝垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 鶴牧、納
所、 入野、星賀、 晴気
及び向島

松区第６５１号 佐賀玄海漁業協同組合 東松浦郡玄海町大字牟
形新開地先

  次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ及びクの各点を順
次に結んだ直線と最大高潮時海岸線とによっ
て囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 27分 24秒
 　　　東経　129度 51分 17秒
 点イ：北緯　 33度 27分 26秒
 　　　東経　129度 51分 17秒
 点ウ：北緯　 33度 27分 30秒
 　　　東経　129度 51分 09秒
 点エ：北緯　 33度 27分 14秒
 　　　東経　129度 51分 02秒
 点オ：北緯　 33度 27分 14秒
 　　　東経　129度 51分 03秒
 点カ：北緯　 33度 27分 01秒
 　　　東経　129度 50分 53秒
 点キ：北緯　 33度 27分 00秒
 　　　東経　129度 50分 55秒
 点ク：北緯　 33度 27分 00秒
 　　　東経　129度 50分 56秒
  次のア、イ及びウの各点を順次に結んだ直
線とエ、オ、カ、キ及びクの各点を順次に結
んだ直線と最大高潮時海岸線とによって囲ま
れた区域
 点ア：北緯　 33度 27分 25秒
 　　　東経　129度 50分 53秒
 点イ：北緯　 33度 27分 29秒
 　　　東経　129度 50分 54.84秒
 点ウ：北緯　 33度 27分 27秒
 　　　東経　129度 50分 58.87秒
 点エ：北緯　 33度 27分 26秒
 　　　東経　129度 51分 01秒
 点オ：北緯　 33度 27分 25.94秒
 　　　東経　129度 51分 06秒
 点カ：北緯　 33度 27分 14.57秒
 　　　東経　129度 51分 01秒
 点キ：北緯　 33度 27分 16秒
 　　　東経　129度 50分 55.75秒
 点ク：北緯　 33度 27分 18.54秒
 　　　東経　129度 50分 56.57秒
  次のア、イ及びウの各点を順次に結んだ直
線とエ及びオの点を結んだ直線と最大高潮時
海岸線とによって囲まれた区域
 基点第 110号：東松浦郡玄海町大字仮屋
 　　       天狗岳三角点(145.92メートル)
 点ア：基点第 110号から真方位 161度 50分
 　　 2,380メートルの点
 点イ：基点第 110号から真方位 163度 00分
 　　 2,440メートルの点
 点ウ：基点第 110号から真方位 165度 18分
 　　 2,370メートルの点
 点エ：基点第 110号から真方位 165度 26分
 　　 2,280メートルの点
 点オ：基点第 110号から真方位 165度 00分



松区第６５３号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市肥前町鶴牧菖津
地先

  次のア、イ、ウ、エ、オ。カ、キ及びクの
各点を順次に結んだ直線と最大高潮時海岸線
とによって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 27分 24秒
 　　　東経　129度 50分 14秒
 点イ：北緯　 33度 27分 24秒
 　　　東経　129度 50分 14秒
 点ウ：北緯　 33度 27分 24秒
 　　　東経　129度 50分 15秒
 点エ：北緯　 33度 27分 24秒
 　　　東経　129度 50分 15秒
 点オ：北緯　 33度 27分 22秒
 　　　東経　129度 50分 14秒
 点カ：北緯　 33度 27分 23秒
 　　　東経　129度 50分 13秒
 点キ：北緯　 33度 27分 23秒
 　　　東経　129度 50分 14秒
 点ク：北緯　 33度 27分 24秒
 　　　東経　129度 50分 13秒

第一種区画漁業 真珠母貝垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 鶴牧 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第６５４号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市肥前町鶴牧菖津
地先

  次のア、イ、ウ、エ、オ。カ、キ、ク、
ケ、コ、サ及びシの各点を順次に結んだ直線
と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 27分 29秒
 　　　東経　129度 50分 18秒
 点イ：北緯　 33度 27分 28秒
 　　　東経　129度 50分 19秒
 点ウ：北緯　 33度 27分 29秒
 　　　東経　129度 50分 19秒
 点エ：北緯　 33度 27分 28秒
 　　　東経　129度 50分 20秒
 点オ：北緯　 33度 27分 27秒
 　　　東経　129度 50分 19秒
 点カ：北緯　 33度 27分 27秒
 　　　東経　129度 50分 19秒
 点キ：北緯　 33度 27分 26秒
 　　　東経　129度 50分 18秒
 点ク：北緯　 33度 27分 26秒
 　　　東経　129度 50分 18秒
 点ケ：北緯　 33度 27分 25秒
 　　　東経　129度 50分 18秒
 点コ：北緯　 33度 27分 25秒
 　　　東経　129度 50分 18秒
 点サ：北緯　 33度 27分 24秒
 　　　東経　129度 50分 17秒
 点シ：北緯　 33度 27分 25秒
 　　　東経　129度 50分 16秒

第一種区画漁業 真珠母貝垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 鶴牧 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第６５５号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市肥前町星賀元者
浦

  次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん
だ直線、オ及びカを結んだ直線並びに最大高
潮時海岸線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 27分 35秒
 　　　東経　129度 47分 40秒
 点イ：北緯　 33度 27分 37秒
 　　　東経　129度 47分 42秒
 点ウ：北緯　 33度 27分 29秒
 　　　東経　129度 47分 52秒
 点エ：北緯　 33度 27分 28秒
 　　　東経　129度 47分 50秒
 点オ：北緯　 33度 27分 27秒
 　　　東経　129度 47分 42秒
 点カ：北緯　 33度 27分 29秒
 　　　東経　129度 47分 39秒

第一種区画漁業 真珠母貝垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 鶴牧、納
所、 入野、星賀、 晴気
及び向島

ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。



松区第６５６号 大浦浜漁業協同組合 唐津市肥前町大浦石坂
次郎鼻地先

  次のア、イ及びウの各点を順次に結んだ直
線とエ、オ及びカの各点を順次に結んだ直線
と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 24分 25秒
 　　　東経　129度 51分 58秒
 点イ：北緯　 33度 24分 23秒
 　　　東経　129度 52分 03秒
 点ウ：北緯　 33度 24分 21秒
 　　　東経　129度 52分 01秒
 点エ：北緯　 33度 24分 20秒
 　　　東経　129度 51分 59秒
 点オ：北緯　 33度 24分 14秒
 　　　東経　129度 51分 51秒
 点カ：北緯　 33度 24分 22秒
 　　　東経　129度 51分 50秒

第一種区画漁業 真珠母貝垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 大浦 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第６５７号 大浦浜漁業協同組合 唐津市肥前町杉の浦び
しろの浦

  次のア及びイの点を結んだ直線とウ及びエ
の点を結んだ直線とオ、カ及びキの各点を順
次に結んだ直線と最大高潮時海岸線とによっ
て囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 24分 18秒
 　　　東経　129度 52分 05秒
 点イ：北緯　 33度 24分 17秒
 　　　東経　129度 52分 05秒
 点ウ：北緯　 33度 24分 15秒
 　　　東経　129度 51分 59秒
 点エ：北緯　 33度 24分 13秒
 　　　東経　129度 51分 57秒
 点オ：北緯　 33度 24分 13秒
 　　　東経　129度 51分 54秒
 点カ：北緯　 33度 24分 14秒
 　　　東経　129度 51分 51秒
 点キ：北緯　 33度 24分 20秒
 　　　東経　129度 51分 59秒

第一種区画漁業 真珠母貝垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 大浦 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第６５８号 大浦浜漁業協同組合 唐津市肥前町杉野浦杉
の浦

  次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん
だ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
 点ア：北緯　 33度 24分 05秒
 　　　東経　129度 52分 04秒
 点イ：北緯　 33度 24分 01秒
 　　　東経　129度 52分 01秒
 点ウ：北緯　 33度 24分 02秒
 　　　東経　129度 51分 57秒
 点エ：北緯　 33度 24分 05秒
 　　　東経　129度 51分 59秒

第一種区画漁業 真珠母貝垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 大浦 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第６５９号 大浦浜漁業協同組合 唐津市肥前町湯野浦地
先

  次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん
だ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
 点ア：北緯　 33度 23分 38秒
 　　　東経　129度 52分 04秒
 点イ：北緯　 33度 23分 40秒
 　　　東経　129度 52分 05秒
 点ウ：北緯　 33度 23分 39秒
 　　　東経　129度 52分 14秒
 点エ：北緯　 33度 23分 37秒
 　　　東経　129度 52分 13秒

第一種区画漁業 真珠母貝垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 大浦 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。

松区第６６０号 大浦浜漁業協同組合 唐津市肥前町湯野浦角
串鼻北側地先

　次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん
だ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
 点ア：北緯　 33度 23分 38秒
 　　　東経　129度 51分 54秒
 点イ：北緯　 33度 23分 41秒
 　　　東経　129度 51分 56秒
 点ウ：北緯　 33度 23分 40秒
 　　　東経　129度 52分 05秒
 点エ：北緯　 33度 23分 38秒
 　　　東経　129度 52分 04秒

第一種区画漁業 真珠母貝垂下式 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 唐津市肥前町 大浦 ア 漁場の区域を示す各点に、昼
間及び夜間においても視認できる
標識を設置しなければならない。
イ 養殖施設のいかりは、免許漁
場内に設置しなければならない。



松区第７０１号 佐賀玄海漁業協同組合 唐津市浜玉町大字浜崎
地先

  次のア、イ及びウの点を順次に結んだ
直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた
区域
 点ア：北緯　 33度 27分 33秒
 　　　東経　130度 02分 15秒
 点イ：北緯　 33度 27分 30秒
 　　　東経　130度 02分 20秒
 点ウ：北緯 　33度 27分 30秒
 　　　東経　130度 02分 24秒

第二種区画漁業 くるまえび
築堤式養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和15年8月31日まで

個別漁業権 唐津市浜玉町

松区第７０２号 佐賀玄海漁業協同組合 伊万里市波多津町煤屋
中鼻地先

  次のア及びイの点を結んだ直線と最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 21分 35秒
 　　　東経　129度 51分 00秒
 点イ：北緯　 33度 21分 35秒
 　　　東経　129度 51分 04秒

第二種区画漁業 くるまえび
築堤式養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和15年8月31日まで

個別漁業権 伊万里市 波多津町

松区第７０３号 佐賀玄海漁業協同組合 伊万里市波多津町煤屋
中鼻地先

  次のア及びイの点を結んだ直線とウ及びエ
の点を結んだ直線とオ及びカの点を結んだ直
線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区
域
 点ア：北緯　 33度 21分 21秒
 　　　東経　129度 50分 58秒
 点イ：北緯　 33度 21分 23秒
 　　　東経　129度 50分 58秒
 点ウ：北緯　 33度 21分 25秒
 　　　東経　129度 50分 59秒
 点エ：北緯　 33度 21分 26秒
 　　　東経　129度 50分 59秒
 点オ：北緯　 33度 21分 28秒
 　　　東経　129度 50分 58秒
 点カ：北緯　 33度 21分 30秒
 　　　東経　129度 51分 00秒

第二種区画漁業 くるまえび
築堤式養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和15年8月31日まで

個別漁業権 伊万里市
波多津町

松区第８０１号 佐賀玄海漁業協同組合 伊万里市波多津町煤屋
地先

  次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 22分 03秒
 　　　東経　129度 51分 07秒
 点イ：北緯　 33度 21分 56秒
 　　　東経　129度 51分 06秒
 点ウ：北緯　 33度 21分 56秒
 　　　東経　129度 51分 03秒
 点エ：北緯　 33度 22分 03秒
 　　　東経　129度 51分 04秒

第三種区画漁業 あさり養殖業 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 伊万里市 波多津町

松区第８０２号 佐賀玄海漁業協同組合 伊万里市波多津町煤屋
地先

 　次のア、イ、ウ、エ、オ及びアの各点を順
 次に結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 22分 03秒
 　　　東経　129度 51分 00秒
 点イ：北緯　 33度 21分 55秒
 　　　東経　129度 50分 57秒
 点ウ：北緯　 33度 21分 55秒
 　　　東経　129度 50分 54秒
 点エ：北緯　 33度 22分 01秒
 　　　東経　129度 50分 56秒
 点オ：北緯　 33度 22分 03秒
 　　　東経　129度 50分 58秒

第三種区画漁業 あさり養殖業 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 伊万里市 波多津町

松区第８０３号 佐賀玄海漁業協同組合 伊万里市波多津町煤屋
地先

  次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線によって囲まれた区域
 点ア：北緯　 33度 21分 56秒
 　　　東経　129度 50分 53秒
 点イ：北緯　 33度 21分 52秒
 　　　東経　129度 50分 56秒
 点ウ：北緯　 33度 21分 50秒
 　　　東経　129度 50分 54秒
 点エ：北緯　 33度 21分 53秒
 　　　東経　129度 50分 50秒

第三種区画漁業 あさり養殖業 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 伊万里市 波多津町



松区第８０４号 佐賀玄海漁業協同組合 伊万里市波多津町焼山
鼻地先

　次のア、イ及びウの各点を順次に結んだ
直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
 点ア：北緯　 33度 23分 08秒
 　　　東経　129度 51分 54秒
 点イ：北緯　 33度 23分 12秒
 　　　東経　129度 51分 53秒
 点ウ：北緯　 33度 23分 15秒
 　　　東経　129度 51分 55秒

第三種区画漁業 あさり養殖業 １月１日から12月31日ま
で

令和5年9月1日から令
和10年8月31日まで

団体漁業権 伊万里市 波多津町


